
事業名： 物品購入（単価契約）第２号プリンタートナーほか、第３号インクカートリッジほか

公告日： 令和6年3月12日

入札日： 令和6年4月23日

発注機関：中部森林管理局

番号 質問 回答

1

インクカートリッジやプリンタートナーの納品に当

たっては、佐川急便やヤマト運輸などの配送業者を利

用しても問題がないと理解して良いのでしょうか？

置き配は不可で、配送業者が担当者に開庁時間内に手

渡しすれば問題がないとの解釈で間違いないでしょう

か？

納品書及び受領書により発注者による検品を受けられ

るのであれば問題ありません。

納品時に納品書や受領書が無く、検品出来ない場合は

不可です。

2

トナーの回収についても、納品時に必要数の返送用伝

票を入れて返送いただくなどの方法は可能でしょう

か？

仕様書のとおり、使用済みトナーの回収については納

入時に回収するものとなっております。

発注者側に発送業務及び発送に係る費用負担が発生す

る場合は不可です。

入札説明書等に対する質問及び回答書


